
事 務 連 絡

平成２８年４月２１日

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課

各 都 道 府 県 私 立 学 校 主 管 課

附 属 学 校 を 置 く 各 国 立 大 学 法 人 事 務 局 御中

構造改革特別区域法第１２条第１項の認定

を受けた地方公共団体の学校設置会社担当課

文部科学省初等中等教育局健康教育・食育課

自転車利用者に対するルール遵守徹底のための

広報キャンペーン等の展開について

このたび、標記について、警察庁から文部科学省に対し別紙のとおり協力依頼が

ありました。

ついては、本対策の趣旨を御理解の上、この機会を捉え児童生徒に対する自転車

のルール遵守に関する指導を徹底していただくようお願いします。

各都道府県教育委員会学校安全主管課におかれては域内の市町村教育委員会及び

所管の学校に対し、各指定都市教育委員会学校安全主管課におかれては所管の学校

に対し、各都道府県私立学校主管課におかれては所轄の私立学校に対し、附属学校

を置く各国立大学法人事務局におかれては所管の附属学校に対し、構造改革特別区

域法第１２条第１項の認定を受けた各地方公共団体の学校設置会社担当課におかれ

ては所轄の学校に対して、この趣旨を周知徹底されるようお願いします。

なお、自転車の安全利用に関しては、これまでも「自転車の運転による交通の危

険を防止するための講習制度の周知について」（平成27年6月22日付け事務連絡）、「自

転車指導警告票の情報を活用した交通安全教育の推進について」（平成27年8月31日

付け27ス学健第35号）を発出しているところであり、各位におかれては、引き続き

これらを踏まえた取組の一層の充実を図っていただくとともに、全ての中・高等学

校に配布している「生徒の安全な通学のための教育教材ＤＶＤ『安全な通学を考え

る～加害者にもならない～』」（平成24年3月）等の活用による交通安全教育を推進

していただくよう重ねてお願いします。



【問合せ】

文部科学省初等中等教育局

健康教育・食育課交通安全係

tel：03-5253-4111（2695）

fax：03-6734-3794



takasemamiko
別紙








